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我
が
踊
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て
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三
十
五
各

八
七
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六
披

一
一
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四

我
が
閣
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て
(下)
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-
E
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戸七

目
次

一
、
緒
言
。
二
、
義
務
費
の
意
味
。
一
三
内
容
(
以
上
前
競
登
載
)
。
四
、
特
質
。
五
、
財
源
と
の
関
係
。
六
、
結
び
。

日日

我
が
園
現
在
の
市
町
村
義
務
費
の
内
容
及
び
其
各
部
分
の
特
徴
は
概
略
上
記
の
如
し
と
し
て
、
次
に
義
務
費
全

韓
の
特
質
を
考
へ
て
見
る
。
先
づ
第
一
に
、
義
務
費
は
業
内
容
と
し
て
著
し
く
雑
多
な
経
費
を
合
ん
で
居
る
。
之
、

経
費
所
要
の
原
因
、
経
費
の
本
来
的
負
権
者
等
の
如
何
に
拘
ら
十
、
園
は
法
A
?
を
以
て
経
費
負
搭
禁
物
を
市
町
村

の
義
務
L
L
し
に
る
結
果
に
外
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
あ
る
離
農
を
義
務
費
と
な
す
の
は
其
経
費
が
行
政
執
行
上
不
可

棋
だ
か
ら
で
め
る
。
然
し
其
不
可
棋
は
濁
り
市
町
村
行
政
上
の
不
可
快
の
み
で
な
く
、
園
又
は
府
牒
の
行
政
上
の

不
可
棋
に
る
場
合
も
あ
る
。
賓
際
上
で
は
、
国
又
は
府
牒
が
其
財
政
上
の
都
合
か
ら
自
己
の
行
政
費
用
を
、
市
町
村

に
輔
嫁
し
之
を
義
務
付
〈
る
場
合
が
あ
る
。
従
っ
て
義
務
費
は
内
容
と
し
て
雑
多
な
も
の
を
合

U
に
至
る
の
で
あ

る
炉
、
凡
て
の
義
務
費
は
義
務
費
た
る
べ
き
理
論
上
充
分
の
根
接
合
持
つ
も
の
で
な
い
。
会
〈
国
の
法
令
の
所
産

と
云
ふ
も
過
言
で
は
な
い
。
第
二
に
、
法
令
に
よ
る
義
務
付
け
方
に
も
種
々
の
方
法
が
採
ら
れ
て
居
る
。
勿
論
、

め
る
種
の
経
費
を
義
務
聾
と
な
す
抱
括
的
規
定
は
市
制
及
町
村
制
内
に
在
る
け
れ

ιも
、
其
抱
括
的
規
定
の
貫
質



的
内
容
を
な
す
個
別
的
規
定
は
又
買
に
雑
多
な
法
小
に
散
在
し
て
居
る
。
印
ち
市
制
町
村
制
は
も
と
よ
り
、
畢
事
、

兵
事
.
衛
生
、
産
業
等
の
行
政
各
部
の
法
令
、
国
税
徴
収
法
、
地
祖
法
、
所
得
税
法
等
の
税
法
、
民
法
、
民
事
訴

訟
法
等
の
一
般
法
に
至
る
ま
で
閥
係
争
持
っ
て
居
る
。
而
て
義
務
費
と
な
す
方
法
は
、
各
々
の
法
伶
中
に
直
接
に

め
る
経
費
を
市
町
村
の
義
務
負
曜
と
す
る
旨
を
明
示
す
る
方
法
‘
各
々
の
法
令
に
よ
り
あ
る
事
務
を
市
町
村
又
は

其
機
闘
に
委
任
し
義
務
付
〈
る
結
果
、
市
制
町
村
制
の
抱
枯
的
規
定
に
よ

b
義
務
費
と
な
す
方
法
、
各
法
令
に
基

〈
職
権
官
醸
の
命
令
ぞ
待
っ
て
始
め
て
義
務
負
携
と
な
す
方
法
、
及
び
特
別
に
市
町
村
の
み
に
義
務
を
課
す
る
の

で
は
な
い
が
、
公
在
人
共
に
あ
る
法
令
の
拘
束
を
受
〈
る
結
果
、
市
町
村
色
亦
常
然
に
義
務
を
負
ふ
に
歪
る
方
法

)
円
吋
首
位
、

j
-
t
l
d
J
E
r
〉

o

a

d

H
叫

4
1
3
h
-
L
E
h
:
:
a
Z
A
r
-
-
f
j
i
、，

L
「

)

在

拝

p
p
羽

FK4
・
7

2
信
匂

F
F
h
w司
、
:
・
ト

0
2
3

rv
日
-
H
l
i
j
M
l
u
f
J
c
t・日

If--
で
り
加
刑
事
引
が
イ
ド
除
併
ナ
な
れ
J

剤
1
1
茶
掛
力
、
主
掛
川
1
!
L
I
t
z

官

三
に
輪
開
算
と
の
関
係
を
見
る
に
、
或
は
歳
出
科
目
又
は
業
種
目
と
し
て
現
れ
る
も
の
が
あ
り
、
或
は
其
何
れ
ー
と
し

て
毛
現
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
小
準
枝
費
の
如
き
は
前
者
の
例
、
統
計
事
務
費
の
如
き
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
而

て
其
現
れ
る
も
の
で
も
単
純
に
一
科
目
又
は
一
種
目
と
し
て
現
れ
る
も
の
土
、
一
一
一
ニ
の
科
目
又
は
種
目
に
分
れ
て

現
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
例
ぱ
市
町
村
曾
々
議
費
の
如
き
は
前
者
に
営
h
J
、
惇
染
病
環
防
費
、
汚
物
掃
除
費
の
如

き
は
後
者
に
営
る
。
其
現
れ
な
い
も
の
は
大
瞳
上
、
投
所
(
役
場
)
費
中
に
混
合
し
て
存
し
て
居
る
。
例
ぱ
事
務
を

執
る
人
々
の
給
料
等
は
同
費
中
の
書
記
、
雇
員
等
の
給
料
等
の
中
に
、
又
事
務
用
の
備
品
、
消
耗
品
、
印
刷
、
通

信
等
の
費
用
は
同
費
中
の
需
用
費
中
に
存
す
る
。
而
て
其
事
務
を
執
る
人
々
は
固
瞳
又
は
機
関
委
任
事
務
を
執
る

と
共
に
、
所
謂
随
意
事
務
を
色
執
る
。
叉
備
品
消
耗
品
等
も
亦
何
れ
の
事
務
に
色
使
用
消
費
さ
る
〉
。
故
に
混
在

我
が
闘
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
で

第
三
十
五
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務

一
二
五



我
が
回
目
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻
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第
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一
占

ノ、

し
て
居
る
此
種
の
義
務
費
は
自
由
費
と
の
限
界
が
甚
だ
明
瞭
で
な
い
。
以
上
の
や
う
に
義
務
費
の
議
算
上
に
於
け

る
取
扱
ひ
が
簡
明
で
な
い
結
果
、
義
務
費
を
計
敷
的
に
調
査
研
究
す
る
に
先
づ
困
難
佐
戚
や
る
。
而
て
此
困
難
は

衣
の
理
由
に
よ
り
て
克
に
倍
加
さ
れ
る
。
第
四
に
、
義
務
費
に
は
、
園
樫
又
は
機
関
委
任
事
務
費
の
如
〈
一
定
の

限
度
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
諸
積
及
負
躍
、
益
金
取
扱
費
、
一
公
債
費
の
如
く
一
定
額
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
而
て

後
者
は
業
金
額
が
義
務
費
、
義
務
績
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
前
者
に
就
て
は
一
定
限
度
以
上
は
自
由
費
と

な
あ
の
で
あ
る
か
ら
其
限
度
が
、
郎
ら
義
務
額
一
か
問
題
l
L
な
芯
。
議
務
相
は
抽
象
的
に
は
、
比
一
駆
費
所
要
の
事
務

を
支
障
な
く
な
し
得
る
最
少
額
た
る
べ
き
で
あ
る
。
然
ら
，
さ
れ
ば
義
務
費
は
名
の
み
存
し
て
質
数
な
き
に
至
る
か

ら
で
あ
る
。
此
の
如
き
義
務
額
は
科
目
と
し
て
現
る
る
も
の
に
も
、
現
れ
ぎ
る
も
の
に
も
存
す
る
は
勿
論
で
あ
る
。

従
っ
て
義
務
費
は
、
科
目
又
は
種
目
と
し
て
現
す
べ
き
も
の
に
あ
り
で
は
、
実
科
目
又
は
種
目
を
強
算
上
に
設
け
で

少
く
と
も
義
務
額
全
計
上
し
、
之
等
を
持
大
な
い
も
の
は
趨
官
の
科
目
又
は
種
目
中
に
義
務
額
を
視
入
し
て
計
上

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
賓
際
で
は
科
目
又
は
種
目
と
し
て
現
れ
忍
も
の
に
あ
り
で
も
、
義
務
額
の
み
を
議
算
上
に

掲
ぐ
る
の
で
な
く
其
超
過
額
に
る
自
由
費
全
も
合
な
。
故
に
此
貼
か
ら
更
に
数
量
上
の
混
乱
が
生
じ
、
義
務
費
額

を
調
査
研
究
す
る
の
が
盆
々
困
難
ー
と
な
る
。
以
上
第
三
並
に
第
四
の
所
よ
り
来
る
困
難
の
故
に
局
外
者
は
敷
量
的

研
究
を
容
易
に
着
手
す
る
を
得
な
い
。
第
五
に
、
市
町
村
は
義
務
費
に
闘
し
て
一
般
的
監
督
を
受
く
る
の
外
、
或

は
特
別
の
監
督
を
受
け
、
或
は
義
務
違
反
の
場
人
口
に
特
別
の
匡
正
を
受
〈
る
。
之
又
営
然
の
理
で
め
る
。
市
て
業

特
別
の
監
督
又
は
匡
正
は
、
義
務
費
一
般
に
共
通
な
も
の
と
、
特
別
の
義
務
費
に
閥
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
(
イ
)



義
務
費
一
般
に
共
通
な
も
の
と
し
て
は
、
再
議
、
原
案
執
行
及
び
強
制
強
算
の
三
が
め
る
。
再
議
及
原
案
執
行
は
、

市
町
村
の
決
議
機
関
の
不
営
な
る
意
思
決
定
に
劃
す
る
匡
正
方
法
で
あ
る
。
即
ち
市
町
村
長
は
義
務
費
を
強
算
に

計
上
し
た
る
に
拘
ら
十
、
市
町
村
曾
又
は
市
彦
事
曾
之
を
削
除
又
は
減
額
し
た
る
場
合
に
慮
す
る
の
方
法
で
あ
る
。

強
制
強
算
は
右
と
異
り
市
町
村
其
者
に
罰
す
る
監
督
で
あ
る
。
帥
ち
市
町
村
長
に
於
て
義
務
費
e

伊
藤
算
に
計
上
せ

中
市
町
村
舎
も
亦
其
の
ま
〉
其
珠
算
金
議
了
し
た
る
場
合
に
慮
す
る
の
方
法
で
あ
る
。
而
し
て
原
案
執
行
は
市
町

村
長
の
申
請
を
待
っ
て
始
め
て
命
じ
得
る
も
.
強
制
諜
算
は
申
請
を
必
要
と
し
な
い
。
之
等
の
監
督
又
は
匡
正
方

法
に
関
連
し
て
再
議
に
附
し
又
は
指
揮
申
請
言
葉
担
行
)
営
な
し
得
る
義
務
費
と
、
強
制
珠
算
を
命
じ
得
る
義
務
費

と
は
武
内
唱
に
於
い
て
同
一
な
う
や
川
口
や
、

換
出
品
す
れ
ば
英
各
々
の
監
督
範
閣
に
は
相
異
な
さ
や
否
や
の
問
題
が

起
き
れ
得
る
。
蓋
し
法
文
は
前
の
場
合
に
就
い
て
は
、
法
令
に
依
り
負
指
す
る
費
用
、
営
該
官
膳
の
職
権
に
依
り

命
や
る
費
用
、
業
他
の
市
(
町
村
)
の
義
務
に
属
す
る
費
用
を
列
記
す
る
に
反
し
、
後
の
場
合
に
就
い
て
は
最
後
の

其
他
の
市
(
町
村
)
の
義
務
に
属
す
る
費
用
を
快
い
で
居
る
か
ら
で
あ
か
c

財
政
準
で
は
抱
括
的
に
義
務
費
は
強
制

裁
算
を
命
じ
得
る
と
な
す
説
が
多
い
。
然
し
一
概
に
義
務
聾
七
み
の
故
に
強
制
諜
算
h
T
命
じ
得
る
や
否
や
は
法
文

解
理
上
多
少
の
疑
な
き
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
之
は
全
く
法
文
の
有
権
解
稗
に
待
つ
の
外
な
い
。
但
し
立
法
論
と

し
て
は
義
務
費
は
一
一
般
に
強
制
珠
算
を
命
じ
得
る
と
す
べ
き
で
あ
る

3

今
般
り
に
此
最
後
の
費
用
に
就
て
は
強
制

議
算
を
命
じ
得
な
い
と
す
れ
ば
.
義
務
費
に
は
強
制
聾
算
を
命
じ
得
る
も
の
と
然
ら
ぬ
も
の
と
が
あ
る
こ
主
と

な
る
。
(
ロ
)
特
別
の
義
務
費
に
罰
す
る
特
別
の
監
督
は
、
珠
算
の
強
制
撞
夏
、
強
制
追
加
輪
開
算
、
及
び
事
業
の
返

我
山
附
園
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
六
放

一
二
七

第
三
十
五
巻

八
七
三

頁白n
y
 、

版訂攻撃政財

6

吐

国
コ
寝
泊
司

司、，

M
A
-
-
"
民
H

立
回

P

阿

A

叩目、

工

活

文

j

怖

い

叫
d

傑

三

品

、

四
十
町

十
四
川
一
泊
蹴
頃

七
百
J
句
、
月

制
制
叫
、
巻

材
付
h
論
一
曲
学

町
町
・
同
評
、
政

、
、
町
一
撃
事
財

-一傑
M
政
政
方

ノ
三
川
財
財
地

傑
十
川
、
、
、

十
六
防
士
士
士

九
百
お
博
博
博

制
制
一
山
林
川
林

市
市
白
小
小
小

)
)
)
)
)
 

z

Z
弓

3
4
'
b



我
が
圃
白
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

八
七
四

第
六
時
伽

一
二
八

義
務
費
を
以
て
震
す
事
業
炉
、
園
庫
よ
り
補

還
(
凶
に
よ
る
事
業
白
直
接
施
行
)
で
あ
る
。
而
て
特
別
の
義
務
費
と
は
、

助
(
狭
義
)
を
受
け
て
居
る
場
合
の
義
務
費
で
あ
る
。
も
と
よ
り
国
庫
か
ら
補
助
を
受
け
て
な
す
事
業
は
義
務
費
を

以
て
な
す
事
業
に
限
ら
な
い
け
れ
共
、
下
に
通
ぶ
る
が
如
〈
委
任
事
務
に
は
之
に
該
営
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、

其
該
嘗
す
る
も
の
は
又
自
ら
此
特
別
の
監
督
を
受
く
る
こ
と
と
な
る
。
第
七
、
最
後
に
義
務
費
に
就
い
て
は
市
町

村
曾
は
自
由
に
改
慶
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
之
は
義
務
費
た
る
の
性
質
上
営
然
の
結
果
に
麗
し
疋
に
説
明
の
要
伝

見
な
い
。
牒
除
は
勿
論
削
減
に
調
し
で
す
ら
宮
正
の
方
法
が
め
る
の
は
上
唱
の
過
ち
で
あ
あ
炉
、
之
は
金
〈
此
の

貼
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
義
務
費
の
特
徴
は
、
市
町
村
舎
の
橡
集
議
決
に
封
し
制
限
を
加
へ
ら
れ
て
居
る
知
、
義
務
額
彩
、
持
ち

而
も
自
由
費
と
の
分
離
が
容
易
で
な
い
知
、
特
別
の
財
政
監
督
営
再
子
、
る
こ
と
、
及
び
内
容
及
諌
算
上
の
取
扱
ひ

方
法
等
が
雑
多
且
複
雑
な
賠
に
存
す
る
と
云
ひ
得
る
。

五

市
町
村
財
政
の
貫
際
と
其
住
民
の
負
躍
と
に
深
い
闘
係
を
持
っ
て
居
る
の
は
、
上
越
の
内
容
及
特
徴
よ
り
も
寧

ろ
英
数
量
と
財
源
と
で
あ
る
。
而
て
局
外
者
と
し
て
は
敷
量
の
正
確
な
調
査
研
究
の
困
難
な
こ
と
は
、
否
殆
ん
ど

不
可
能
に
近
い
こ
と
は
巳
に
再
三
遁
ぺ
だ
所
で
あ
る
。
故
に
此
所
で
は
専
ら
財
源
と
の
闘
係
を
考
察
し
て
見
る
。

義
務
費
と
財
源
と
の
閲
係
は
三
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
其
一
は
特
に
義
務
費
の
全
部
又
は
一
部
を
充
営
す

る
鴻
め
に
園
は
法
令
を
以
て
財
源
宏
指
定
分
配
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
此
場
合
は
二
者
の
聞
に
直
接
の
蓮
絡
が
あ

園庫ヨリ補助スノレ公共闘穏ノ事業ユ閥ス yレ法律， 2~1司法施行=閥スノレ件(明
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る
。
其
二
は
一
方
で
義
務
費
の
負
携
を
課
す
る
と
共
に
、
他
方
で
葉
義
務
費
を
以
て
な
す
事
務
に
随
伴
す
る
牧
入

を
市
町
村
の
牧
入
と
指
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
此
場
合
は
其
牧
入
は
市
町
村
の
収
入
一
般
と
な
る
か
ら
、
謂
は

ぱ
間
接
の
蓮
絡
が
あ
る
の
み
で
直
接
の
連
絡
は
な
い
。
其
三
は
義
務
負
擦
の
み
み
り
て
金
〈
市
町
村
牧
入
一
般
に

よ
っ
て
充
営
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
で
あ
る
。
此
場
合
は
財
源
に
就
て
は
特
別
の
考
慮
が
梯
は
れ
て
な
い
の
で
、
直

接
に
志
間
接
に
も
連
絡
は
な
く
、
全
く
地
方
般
入
又
は
地
方
財
源
一
般
の
問
題
に
還
元
さ
忍
る
。
故
に
其
三
は
悲

で
研
究
す
る
範
固
で
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
除
外
す
る
。

先
づ
英
一
の
指
定
し
て
分
配
さ
与
る
財
脱
の
主
な
も
の
は
刊
繰
替
金
一
民
入
金
、

下
波
金
、
交
附
金
、
及
び
補
助

金
で
あ
る
。
繰
帥
償
金
一
段
入
金
は
山
保
母
榔
訟
な
し
に
市
町
村
川
そ

ω
市
北
に
よ
ワ
て
楠
尽
な
φ
、
げ
に
牧
札
口
わ
る
。

而
て
市
町
村
に
費
し
て
梯
戻
を
な
す
も
の
は
、
岡
又
は
府
牒
等
の
公
人
た
る
こ
と
も
あ
り
、
舶
長
、
扶
養
義
務
者
等

の
私
人
た
る
こ
と
も
あ
り
、
又
梯
艮
者
一
か
軍
純
な
る
場
合
(
例
ば
召
集
族
費
繰
替
金
に
封
ナ
る
拐
戻
の
場
合
)
も
あ
り
、
相
営

複
雑
な
場
合
(
倒
ば
行
政
病
人
及
一
行
族
死
亡
人
繰
替
金
の
挽
戻
の
場
合
)
も
あ
る
。

之
等
は
各
々
の
繰
替
金
に
就
て
法
令
を
以

て
定
め
て
居
る
が
一
定
し
て
居
な
い
。
此
種
の
肱
入
の
特
徴
は
事
後
所
要
経
費
の
金
額
一
か
棉
具
さ
れ
て
市
町
村
牧

入
と
な
る
勤
に
あ
る
。
下
渡
金
は
、
市
町
村
義
務
敬
育
費
園
庫
負
携
法
及
一
年
現
役
小
皐
校
数
員
俸
給
費
国
庫
負

携
法
に
よ
り
て
国
庫
よ
り
分
配
支
給
す
る
も
の
で
、
事
務
か
ら
一
苫
へ
ば
固
瞳
委
任
事
務
の
一
た
る
義
務
敢
育
事
務

に
、
経
費
か
ら
云
へ
ば
小
皐
校
費
に
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
性
質
上
は
国
庫
の
分
権
金
た
る
・
色
の
で
あ
る
。
交
附

金
は
、
圃
稜
徴
収
法
及
府
牒
制
施
行
A
T
に
よ
る
圃
暁
徴
収
交
附
金
府
腕
税
徴
枇
交
附
金
を
主
な
も
の
と
し
、
場
合

我
が
圃
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
で

第
三
十
五
巻

八
七
五

第
六
時
踊

九



我
が
風
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

八
士
ム
ハ

第
六
披

二ニ
O

に
上
れ
ば
.
水
利
組
合
費
、
畜
産
組
合
費
、
農
舎
費
、
耕
地
整
理
組
合
費
、
商
工
舎
議
所
費
、
健
康
保
険
料
の
等

徴
収
交
附
金
が
め
る
。
性
質
上
は
徴
肱
及
迭
蓬
事
務
の
費
用
耕
償
た
る
も
の
で
あ
る
。
衣
は
補
助
金
で
あ
る
が
、

蕊
に
所
謂
補
助
金
と
は
法
令
に
基
き
義
務
費
に
費
し
て
支
給
さ
る
る
も
の
の
み
を
指
す
。
蓋
し
、
元
来
市
町
村
に

劃
す
る
補
助
金
に
は
法
令
に
基
く
も
の

k
然
ら
ぬ
も
の
と
が
あ
り
、
又
義
務
費
に
劃
す
る
も
の
と
然
ら
ぬ
も
の
と

が
め
る
け
れ
ど
も
、
此
所
に
闘
係
あ
る
は
上
越
の
も
の
に
隈
ら
れ
他
は
此
所
で
は
問
題
と
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

此
の
加
き
意
味
の
補
助
金
に
属
す
る
ち
の
は
、
例
ぱ
、
道
路
費
、
侍
染
病
強
防
措
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
議
防
韓
、
結
核

時
鳳
防
費
、
寄
生
議
論
時
防
費
、
不
良
住
宅
地
匡
改
良
費
、
史
蹟
名
勝
天
然
組
念
物
保
存
費
、
職
業
紹
介
所
費
に
脅
す

る
補
助
、
統
計
費
補
助
、
河
川
又
は
砂
防
負
携
金
補
助
等
で
あ
る
。
其
多
〈
は
闇
慎
委
任
事
務
費
に
罰
す
る
財
源

補
足
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
而
て
補
助
者
は
国
庫
又
は
府
牒
で
あ
る
。
補
助
金
額
色
各
義
務
費
に
就
い
て
異
る

の
み
で
な
く
、
同
一
義
務
費
中
で
色
使
用
消
捷
の
方
面
に
よ
っ
て
異
る
こ
と
が
め
っ
て
一
定
し
て
居
な
い
。
因
み

に
此
補
助
ぞ
受
け
て
居
る
事
業
、
例
ぱ
道
路
費
補
助
を
受
け
て
な
す
道
路
の
新
設
改
築
の
如
き
は
、
特
別
の
監
督

を
受
〈
る
こ
と
は
前
遁
の
如
し
。
以
上
四
つ
の
指
定
分
配
財
源
は
、
各
々
歳
入
科
目
と
な
る
も
の
で
あ
芯
。
但
し

補
助
金
は
闘
庫
補
助
金
及
府
牒
補
助
金
の
二
款
に
分
れ
る
。

業
二
は
、
共
一
の
も
の
が
多
〈
補
助
金
(
康
義
)
支
給
の
方
法
b-
採
る
に
反
し
、
多
〈
手
敷
料
(
廉
義
)
指
定
の
方

法
を
採
る
。
又
葉
牧
入
は
義
務
費
と
直
接
関
係
な
く
市
町
村
牧
入
一
一
般
と
な
る
こ
と
上
越
の
加
し
。
一
冗
来
、
市
町

村
の
手
敷
料
及
び
使
用
料
に
は
市
制
町
村
制
の
規
定
に
従
ひ
市
(
町
村
)
傭
例
に
よ
り
て
設
定
す
る
も
の
と
、
他
の



法
令
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
居
る
か
ら
市
(
町
村
)
僚
例
に
よ
り
て
之
を
設
定
す
る
必
要
な
く
而
色
業
牧
入
は
市
町

村
に
蹄
す
る
も
の

k
が
あ
る
。
又
義
務
費
を
以
て
行
ふ
事
務
と
閲
蓮
を
有
す
る
色
の
と
、
然
ら
ぬ
色
の
止
が
め
る
。

悲
に
謂
ふ
手
数
料
及
び
使
用
料
は
他
の
法
令
所
定
の
而
色
義
務
費
と
闘
蓮
を
有
す
る
も
の
で
み
る
。
其
主
な
も
の

は
、
使
用
料
と
し
て
は
小
皐
枝
授
業
料
、
道
路
占
有
料
、
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
観
覧
料
等
で
あ
り
、
手
数
料
と

し
て
は
戸
籍
、
寄
留
、
及
び
馬
籍
の
謄
本
、
抄
本
及
び
閲
覧
手
敷
料
、
督
促
手
数
料
等
で
あ
る
。
使
用
料
は
囲
膿

委
任
事
務
に
、
手
数
料
は
機
閥
委
任
事
務
に
附
随
じ
て
居
る
色
の
が
多
い
。
向
更
に
文
二
の
牧
入
に
属
せ
し
め
得

る
若
干
の
牧
入
が
あ
る
。
例
ぱ
、
代
施
行
費
用
追
徴
金
(
清
潔
、
消
毒
、
害
品
順
除
喚
防
の
代
施
行
の
場
合
〉
、
義
務
費
埠
徴
金

持
物
掠
除
の
場
合
)
、
滞
納
蕗
分
費
股
入
等
の
如
し
。
此
等
芋
つ
一
の
ろ
の
は
濠
算
上
、
手
故
料
、
使
用
料
、
比
雑
枚
入

ヰ
の
種
目
と
し
て
現
る
る
。

右
英
一
及
び
葉
二
の
如
く
、
直
接
間
接
に
法
令
に
よ
り
て
特
に
財
源
に
就
い
て
考
慮
を
抑
は
れ
て
居
る
炉
、
義

務
費
が
之
等
に
よ
る
牧
入
を
超
過
し
た
部
分
、
及
♂
何
等
特
に
財
源
に
就
い
て
考
慮
少
婦
は
れ
て
な
い
義
務
費
、

郎
ち
業
三
の
閥
係
に
め
る
部
八
?
と
は
、
営
然
に
市
町
村
の
一
般
的
収
入
に
よ
り
て
充
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
向

之
等
の
特
に
提
供
さ
れ
て
居
る
財
源
は
歳
入
科
目
又
は
種
目
?
と
な
り
て
現
れ
、
且
つ
程
度
の
問
題
を
合
ま
ぬ
が
故

に
、
稿
々
詳
細
な
財
政
統
計
を
以
て
す
れ
ば
数
量
を
後
見
す
る
に
難
く
は
な
い
。

占ハ

要
之
.
我
が
園
の
市
町
村
の
義
務
費
は
、
粧
費
自
韓
が
法
令
に
よ
り
市
町
村
に
於
て
負
携
す
べ
〈
義
務
付
け
ら

我
が
圃
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

八
七
七

第
占
ハ
披

一



我
が
風
呂
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

八
七
八

第
大
披

一一一

れ
て
居
る
経
費
を
指
す
・
も
の
で
あ
る
。
其
内
容
は
要
約
し
て
、
自
治
惜
構
成
及
職
制
維
持
費
、
園
糟
委
任
事
務
費
、

機
闘
委
任
事
務
費
、
負
携
費
、
財
政
費
及
び
繰
替
金
の
五
と
な
す
こ
と
が
附
来
る
け
れ
ど
も
、
寅
は
可
成
h
多
岐

廃
汎
に
一
日
一
っ
て
居
る
。
但
し
其
中
心
結
は
圏
鰹
委
任
事
務
費
に
あ
る
。
五
種
の
経
費
各
々
前
述
の
如
き
特
徴
が

J

の

る
が
、
共
通
な
特
徴
と
し
て
は
、
市
町
村
曾
の
諜
算
議
決
権
の
制
限
、
特
別
の
監
督
、
義
務
額
あ
る
の
貼
、
自
由

費
と
混
請
し
て
居
る
馳
等
を
上
ぐ
る
を
得
る
。
向
又
義
務
費
の
直
接
間
接
の
財
源
と
し
て
法
令
に
よ
り
補
助
金
及

手
数
料
主
だ
康
義
}
を
指
定
し
て
以

τ特
別
の
考
慮
を
梯
ふ
て
居
る
場
合
も
め
る
。
而
し
て
義
務
費
研
究
推
に
掛
策

考
究
上
最
色
遺
憾
な
こ
と
は
数
量
的
に

E
確
な
研
究
が
快
げ
て
居
る
こ
と
、
者
〈
ぱ
局
外
者
か
ら
は
そ
れ
が
殆
ん

E
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
実
理
由
は
己
に
再
三
遁
ぺ
た
通
り
で
あ
る
。
然
し
此
数
量
が
正
確
に
捕
提
出
来
な
け

れ
ば
、
特
別
に
義
務
費
に
封
し
て
提
供
さ
れ
て
居
る
財
源
と
義
務
費
と
の
敷
量
閥
係
、
従
っ
て
義
務
費
k
市
町
村

民
の
負
憶
と
の
閥
係
も
正
確
に
判
明
せ
な
い
。
ぞ
れ
は
又
延
い
て
義
務
費
の
内
容
の
整
理
改
善
、
市
町
村
財
椋
一

般
の
瞭
脹
.
市
町
村
聞
の
負
搭
不
n
公
平
の
原
図
及
び
続
和
又
は
除
去
等
の
理
論
乃
至
方
策
を
研
究
す
る
上
に
於
て

重
要
な
駄
が
不
明
確
と
云
ふ
こ
と
と
な
る
。
此
の
如
〈
数
量
的
研
究
は
、
市
町
村
財
政
の
異
相
を
捉
み
且
従
っ
て

封
策
の
根
擦
を
奥
ふ
る
も
の
で
必
要
不
可
棋
で
あ
る
か
ら
、
是
非
共
、
局
に
あ
る
人
に
於
て
調
査
費
表
さ
れ
ん
こ

2
4
Y
希
望
し
て
止
ま
な
い
。
(
昭
和
士
・
八
・

3


